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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
東
京
電
力
福
島
第
二
原
発
の
廃
炉
に
対
す
る
政
府
の
受
け
止
め
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
」
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
が
、
そ
の
責

任
に
お
い
て
、
地
元
の
要
望
や
福
島
の
現
状
を
踏
ま
え
、
自
ら
判
断
し
、
方
向
性
を
示
し
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
新
た
な
国
費
負
担
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
原
子
力
発
電

所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳

し
い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
。

そ
の
際
、
国
も
前
面
に
立
ち
、
立
地
自
治
体
等
関
係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
、
取
り
組
む
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ

れ
は
、
政
府
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
福
島
第
二
原
発
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
の
皆
様
の
心
情
を
察
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
新
規
制
基
準
へ
の
適

合
性
審
査
を
申
請
し
て
い
る
他
の
原
発
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
難
し
い
」
と
の
発
言
」
は
、
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
扱

い
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
が
、
多
数
の
被
災
者
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
福
島
の

現
状
を
踏
ま
え
て
、
地
元
の
皆
様
の
声
に
真
摯
に
向
き
合
っ
た
上
で
、
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
を
含
め
、
原
子
力
発
電
所
の
廃
炉
に
つ
い
て
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
者
で
あ
る
事
業

者
が
判
断
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
「
い
か
な
る
事
情
よ
り
も
安
全
性
を
全
て
に
優
先
さ

せ
、
国
民
の
懸
念
の
解
消
に
全
力
を
挙
げ
る
前
提
の
下
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の

専
門
的
な
判
断
に
委
ね
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
り
世
界
で
最
も
厳
し
い
水
準
の
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


